






保険者協議会による 保健事業の推進 
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2  事業内容 

( 1 ) 保険者協議会の 円滑な運営のための 基本的な事業に 対する支援 国 ① 保 保険者と被用者保険保険者が 一体となった 保険者協議会の 会議の開催に 対する支援 
② レセプトを基に 各都道府県内の 医療費分析の 実施に対する 支援 

( 2 ) 地域の老健ヘルスとの 連携のための 試行的事業等への 支援 
被用者保険の 被扶養者に対して、 健診後の保健指導を 行 う ための在宅保健郎による 訪問指導の取組等 
に 対する支援 

( 3 ) 健康づくりのポランティア 的な人材育成事業への 支援 
① 生活習慣の改善に 成功した者の 中から健康づく り 活動の推進にあ たる へ ルスアップ推進員和の 養成 

に対する支援 
② 保健師の配置が 手薄な都市部において 保健 師を サポート ( 補助 ) し ・ ヘルスアップ 推進員を養成す 

るとともに、 自らも保健活動を 実施する へ ルスコーディネーター 紬の研修実施に 対する支援 

3  事業主体 

保険者協議会の 事務局たる国保連合会 

Ⅹ ]  ここでいう 「ヘルスアップ 推進員」とは、 住民のうち、 ボランティアとして 健康づくり活動を 行う意思のあ る者で、 地域 
保健でい う 「健康づくり 推進員 J 「地域保健推進員」「食生活改善推進員」「ヘルスボランティア」「運動普及推進員」等が 含 
まれる。 

米 2  ここでいう 「ヘルスコーディネーターⅠとは、 保健 師 ，管理栄養士・ 栄養士、 健康運動指導士等を 総称してい     
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地域，職域連携推進事業について 

平成 1 7 年度から、 健康フロンティア 戦略の一環として、 地域保健と職域保健の 連携を図るため、 全国の都道府県及び 指定都市において、 
下記の事業を 推進することとしている。 

(1 ) 地域・職域連携支援 費 (2) 地域・職域連携推進事業費 
地域保健 と臓域 保健の連携を 推進するため、 都道府県 及 都道府県等において 都道府県及び 2 次医療圏を単位と 

ぴ 2 次医療圏を単位とした「地域・ 職域連携推進協議会」 し 「地域・職域連携推進協議会」を 設置し、 地域保健 と 

を 設置し、 地域・職域連携保健活動を 推進することとし 職域保健の連携を 全国的に推進するための 経費。 
ていることから、 国において地域・ 職域連携支援会議を 0  都道府県単位の 地域・職域連携推進協議会においては、 保 
設 置 し 、 都道府県が実施する 連携推進事業を 支援するこ 催事業の情報の 交換及 び 分析や健康課題の 明確化、 各種 事 

とにより地域・ 職域の連携の 全国的な展開を 推進するた 業の共同実施及び 連携に関する 総合調整などを 行 う 。 

めの経費。 0  2 次医療 圏 単位の地域・ 職域連携推進協講会においては、 

地域の特性を 踏まえた保健事業の 共同実施に向けた 検討 や 

地域保健と職域保健の 社会資源を相互利用し、 有効活用を 
図るための体制を 整備する。 

l 地域・職域連携事業ガイドライン ( 案 ) についてⅠ 

平成 1 6 年度に開催した「地域・ 職域連携共同モデル 事業評価検討会」において、 平成 ] 4 、 1 5 年度の 2 ヵ年に実施した 健康教育等の 

保健事業を連携するモデル 事業に基づき、 地域・職域連携事業ガイドラインを 作成しているところであ る。 

カイドラインの 項目 

    地域・職域連携の 基礎概俳 3. 2 次医療 圏 協議会における 連携事業の企画 5. 評価 

2. 地域・職域連携推進協議会の 設置 4. 連携事業の実施 6. 連携事業を推進する 際の留意点 
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